令和２年７月９日
保護者の皆様へ
大阪市立城陽中学校
校　長　中野　充博

[bookmark: _GoBack]非常変災時の措置について
猛暑の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申しあげます。平素は、本校の教育活動にご理解とご協力を賜りありがとうございます。生徒の安全に万全を期すため、臨時休業等の措置をとることがありますので、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。
記
臨時休業措置の措置規準
　午前７時の時点および午前7時を過ぎて始業時刻までに、次に揚げる態様および規模の災害等が発生した場合には、臨時休業とします。
１．大阪市において「暴風警報」、もしくは「暴風雪警報」または、「特別警報」が発表された場合。
２．城東区のいずれかの地域において河川氾濫の「警戒レベル３（高齢者等避難開始）」「警戒レベル４（全員避難）」の発令があった場合。
３．大阪市内のいずれかの地域において、震度5弱以上の地震が発生（気象庁発表）した場合。
４．「南海トラフ地震に関する情報」（臨時）のうち、「観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された場合」に関するもの（気象庁発表）が発表された場合。
※今後、上記の基準で対応いたします。
※登校した生徒につきましては、生徒の安全を考慮し、適切な時間に下校させます。


なお、午前7時を過ぎて、始業時刻までに臨時休業措置とした場合、または上記ただし書きにより臨時休業措置の判断を行う場合には、学校ホームページ、保護者緊急メール等でお知らせいたします。


